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実績値

目標値

単位：ｇ

●目標値の計算方法
初めの３年間で２０％削減。
その後は、目標年度まで等差的に減
少。
【燃やすごみ】
H32＝412.8g×0.8＝330.2g
【ビニール・プラスチックごみ】
H32＝21.3g×0.8＝17.0g

資料ʷ１ 平成30年8月22日

木津川市廃棄物減量等推進審議会家庭系可燃ごみの排出量と財源見込額

初めの３年間で
２０％の減少。
※環境省の調査結果による。

基準年度 現 状 目標年度

手数料収入を財源とする施策と、その施策を評価する手法を検討する際の前
提条件として、まず、ごみ排出量の推移と目標について確認します。

その後、等差的
に減少。



【もったいないプランの目標値（平成37年度）】

・可燃ごみ ３２６g／人・日

《考え方》
基準年度（平成２１年度）
〇燃やすごみ ▲３０％

４４５．５ｇ ⇒ ３１１．８ｇ（▲１３３．７ｇ）
〇ビニール・プラスチックごみ ▲ ５％

１５．０ｇ ⇒ １４．２ｇ（▲ ０．８ｇ）

～もったいないプラン及び基本方針 抜粋～

どのように、目標を達成するのか・・・

基本方針Ｐ．３ 図表５

項目 割 合
(組成調査結果)

減量・再資源化
可能物の割合

減量目標
(削減効果) 取組みと減量目標

厨芥類
(草木類含む)

手つかず食品 7% 7% 6%不要なものを買わないことで約80％削減

一般厨芥類 43% 43% 5%水切り対策等により約10％減量

古紙類等 35% 13% 11%古紙類の集団回収等により約80％削減

プラスチック類
プラスチック製容器包装 7% 7% 7%きちんと分別することで約100％削減

廃プラスチック 1% 0% 0%ー(ただし、発生抑制により5％削減)

びん・缶類 1% 1% 1%きちんと分別することで約100％削減

その他（再資源化等のできないもの） 6% 0% 0%ー

合 計 100% 71% (ａ)
30％

可燃ごみの減量目標

可燃ごみの発生原単位 (ｂ)
445.5g/日・人 ー (ｃ＝ｂ×ａ)

133.7g/日・人
(ｂʷｃ) ・・・減量後の発生原単位
311.8g/日・人

上記の目標を達成するために、
可燃ごみの組成のうち、何を・
どれだけ・どのように削減する
のか？

もったいないプランＰ．２４ 図表４ʷ２（１）

●これらの取
組みを実践に
導く施策

●その施策を
評価する仕組
み

論点
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家庭系可燃ごみの原単位と総排出量

可燃ごみ(容積：L) 人口

(9月末)

排出原単位

(グラフ用)

活用できる財源（手数料収入）の見込み額は・・・

【人 口】
人口は、毎年1,230人増加

し、85,900人(H37年9月末)に
達する見込みです。

【原単位】
排出原単位は、１ページの

数値を使用しています。

【総排出量】
「原単位」×「人口」×365日

グラフの条件等

人口 総排出量

85,900人

56,785kL

注：「排出原単位」は、このグラフに模式的に組み
込んでいるだけで、目盛と実際の数値は一致しませ
ん。

【活用できる財源の見込み額】

約２，６００万円／年（推計）

ただし、ごみの減量が想定以上に進捗した場合、あるいは、
人口の伸びが想定より鈍化した場合、活用できる財源は減少し
ます。

ごみの減量効果を継続させるためには、ある程度の減量効果
が発現した後も、減量施策の手を緩めることなく計画的に事業
を実施する必要があります。（リバウンドの防止）

そのため、将来的な減収を見込み、効率的な事業実施に努め
るとともに、特定目的基金の活用により、ごみ減量化施策のた
めの財源として、将来に向けた積立てが必要です。

66,950kL
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手数料収入と活用可能額の見込

収入見込額
①(百万円)

必要経費
②(百万円)

財源活用可能額
①－②(百万円)


